
令和5年2月15日

高等裁判所事務局長，殿

地方裁判所事務局長殿

家庭裁判所事務局長殿

最高裁判所事務総局民事局第一課長楕松晴子

最高裁判所事務総局家庭局第二課長向井宣人
／

民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う供託事務の

取扱いに係る通達等の参考送付について（事務連絡）

標記事務の取扱いについて、法務省民事局商事課から、別添のとおり、

及び課長通知の参考送付がありましたので、参考のためお知らせします。

これらは、新たな秘匿制度等が創設されたことを受けて、 これに伴う（これらは、新たな秘匿制度等が創設されたことを受けて、 これに伴う供

局長通達

託事務の

取扱いについて、供託官において留意すべき事項等を記載したものですが、供託関

係事務を取り扱う職員（執行官を含む。 ）の執務の根拠となり得るものと考えられ

ますので、速やかに周知されるようお取り計らいください。

なお、簡易裁判所に対しては、所管の地方裁判所から連絡してください。



令和5年2月3日

最高裁判所事務総局民事局御中

法務省民事局商事課

民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う供託事務の取扱いに係

る通達等について（参考送付）

平素から民事法務行政に多大なる御理解と御協力をいただき、厚く御礼を申

し上げます。

さて、標記について、本月2日付けで別添のとおり、当局長通達及び当課長

通知が発出されましたので、参考に送付いたします。

お問合せ先

民事局商事課供託係

■■■■■■■■■■■■■
ｰ
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機密性2 完全性2 可用性2

法務省民商第26号
旬 L ●

令和5年2月2日

法務局長殿

地方法務局長殿

法務省民事局長

法務省大臣官房会計課長

（公印省略）

供託事務取扱手続準則の一部改正について（通達）

民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和4年法律第48号）が本月20日 、

から施行されることに伴い、供託事務取扱手続準則（昭和47年3月4日付け

法務省民事甲第1050号当職ら通達）の一部を下記のとおり改正し、同日か

ら施行することとしたので、この旨貴管下供託官に周知方取り計らい願います。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応

する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。



一

改 正 後 改 正 前

(債権差押命令の競合等）

第七十六条 ［略］

2 民事執行法（昭和五十四年法種箪、号）

条第四項又は澄納処分と強制執行等と

第百五十六

の手続の調蕊に

関する法律（昭和三十二年法徳笛九十m号） 第三十六

条の六第二項の規定による事情の届出のための書面は

、 附録第十四号様式により二通作成し、その一通を裁

判所に送付し、他の一通を譲渡通知書等つづり込帳に
J

編てつするものとする

3 ［略］

◎

(債権差押命令の競合等）

第七十六条 ［同左］

2 星臺塾丘迭第百五十六条第三項又は滞納処分と強制
執行等との手続の調整に閨する法僅第三十六条の六第

二項の規定による事情の届出のための書面は、附録第

十四号様式により二通作成し、その一通を裁判所に送

付し、他の一通を譲渡通知書等つづり込帳に編てつす

るものとする。

3 ［同左］

幅壽衣甲のL 」の記載は注記である。



機密性2 完全性2 可用性2

法務省民商第27号

令和5年2月2日

法務局長殿

地方法務局長殿

法務省民事局長

（公印省略）

民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う供託事務の取扱いにつ

いて（通達）

民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和4年法律第48号。以下「改正法」

という。）の一部が本月20日から施行されますが、 これに伴う供託事務の取

扱いについては、下記の点に留意し、事務処理に遺憾のないよう、貴管下供託

官に周知方取り計らい願います。

なお、本通達中、引用する条文は全て改正法による改正後のものです。

記

第1 本通達の趣旨

本通達は、改正法に基づき、民事裁判手続において犯罪被害者等の住所、

氏名等を相手方当事者に秘匿する制度（民事訴訟法（平成8年法律第109

号）第’編第8章等。以下｢秘匿制度」 という｡）等が創設されたことから、

これに伴う供託事務の取扱いについて、留意すべき事項を明らかにするもの

である。

第2 秘匿制度及び供託命令の概要

1 秘匿制度について

（1）秘匿決定

民事訴訟手続において申立て等をする者又はその法定代理人(以下｢申

立人等」 という。）の住所、居所その他その通常所在する場所（以下「住

所等」 という。）又は氏名その他当該者を特定するに足りる事項（以下

『
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機密性2 完全性2 可用性2

「氏名等」 という。）の全部又は一部が相手方当事者に知られることに

よって当該申立人等が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれが

あることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定

で、住所等又は氏名等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判（以下「秘匿

決定」 という。）をすることができることとされた（民事訴訟法第13

3条第1項)。

(2)代替事項の定め

裁判所は、秘匿決定をする場合には、当該秘匿決定において、 当該秘

匿決定の対象となった申立人等（以下「秘匿対象者」 という，｡）の住所

又は氏名に代わる事項（以下「代替事項」 という。）を定めなければな

らないこととされた（民事訴訟法第133条第5項前段)。 この場合に

おいて、当該代替事項を当該事件並びにその事件についての反訴、参加、

強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において記載したときは､

民事訴訟法その他の法令の規定の適用については、 当該秘匿対象者の住

所又は氏名を記載したものとみなされることとされた（同項後段)。

（3）他の法律における準用

(1)及び(2)の各規定は、民事訴訟手続以外の民事裁判手続（民事執行

手続、民事保全手続等）においても準用されることとされた（民事執行

法（昭和54年法律第4号）第20条、民事保全法（平成元年法律第9

1号）第7条等)。

2 供託命令について

次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる場合には、執行裁判所は、差押債権

者の申立てにより、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の

履行地の供託所に供託すべきことを第三債務者に命ずる命令を発すること

ができることとされ（民事執行法第161条の2）、第三債務者は、 当該

命令の送達を受けたときは、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭

を債務の履行地の供託所に供託しなければならないとされた（同法第15

－6条第3項)。

（1）差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名について秘匿決定がさ

れたとき。

（2）債務名義に差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名に係る代替

事項が表示されているとき。

I
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機密性2 完全性2 可用性2

第33 秘匿決定がされた事件に関する供託事務の取扱い

1 供託の受理における事務の取扱いについて

（1）供託書の取扱い

供託書には、供託者又は被供託者の氏名及び住所を記載しなければな

らないが（供託規則（昭和34年法務省令第2号。以下「規則」という。）

第13条第2項第1号、第6号)、裁判上の保証供託の場合であって、

供託者又は被供託者の氏名又は住所につき秘匿決定がされているとき

は、代替事項の記載をもってこれらに代えることができることとする。

この場合には、供託書の備考欄に、供託者又は被供託者の氏名又は住所

について秘匿決定がされている旨の記載を要する。

（2）代理人の権限を証する書面の取扱い

供託者の氏名又は住所について供託書に代替事項が記載されている場

合には、規則第14条第4項に規定する代理人の権限を証する書面（以

下「代理権限証書」 という。） と併せてへ代替事項に係る氏名又は住所

を明らかにする裁判所書記官作成の証明書を提示することを要する。た

だし、委任による代理の場合であって、代理権限証書に供託者の氏名又

は住所につき秘匿決定がされている旨が記載されている場合には、当該

記載をもって、当該証明書に代えることができるものとする。

（3）電子情報処理組織による供託の取扱い

電子情報処理組織を使用して供託をする場合においても、上記(1)と

同様に、申請書情報として、代替事項に係る情報を送信することができ

る（規則第39条第1項参照） ものとし、代理権限証書に代わるべき情

報の取扱いについては、上記(2)と同様とする。

2 供託物の払渡しにおける事務の取扱いについて

（1）供託物払渡請求書の取扱い

請求者が秘匿対象者である場合における供託物払渡請求書には、 当該

請求者の氏名及び住所を記載することを要するものとする（規則第22

条第2項第8号。なお、民事訴訟法第133条第5項の規定は、適用さ

れない｡）。 ；

（2）還付を受ける権利を有することを証する書面等の取扱い

還付を受ける権利を有することを証する書面又は取戻しをする権利を

有することを証する書面として添付すべき書面（規則第24条第1項第
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機密性2 完全性2 可用性2

1号、第25条第1項）に代替事項が記載されている場合には、 当該書

面と併せて、代替事項に係る氏名又は住所を明らかにする裁判所書記官

作成の証明書を添付することを要するものとする。

配当によって供託物の払渡しをすべき場合において、支払委託書（規

則第27号書式から第28号の2書式まで）及び支払証明書（規則第2

9号書式）に代替事項が記載されている場合においても、同様とする。

3 閲覧又は証明の事務の取扱いについて

（1）申請書の取扱い 、

供託に関する書類の閲覧の請求（規則第48条）又は供託に関する事

項の証明の請求（規則第49条）の請求者が秘匿対象者である場合にお

いても、申請書には、当該請求者の氏名及び住所を記載することを要す

るものとする（規則第33号書式、第34号書式。なお、民事訴訟法第

133条第5項の規定は、適用されない｡）。

（2）供託につき利害の関係があることを証する書面の取扱い

(1)の請求者が供託につき利害の関係を有することを確認するために
●

必要なときは、代替事項に係る氏名又Iま住所を明らかにする裁判所書記

官作成の証明書を添付することを要するものとする。

I
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機密性2 完全性2 可用性2

法務省民商第28号

令和5年2月2日

法務局民事行政部長殿

地方法務局長殿

法務省民事局商事課長

（公印省略）

民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う供託事務の取扱いにつ

いて（通知）

標記について、本日付け法務省民商第26号法務省民事局長・法務省大臣官

房会計課長通達「供託事務取扱手続準則の一部改正について」及び法務省民商

第27号法務省民事局長通達「民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴

う供託事務の取扱いについて」 （以下「通達」 という。）が発出されたところで

すが、 これらに基づく供託事務の取扱いに当たっては、下記の点に留意し、事

務処理に遺憾のないよう、貴管下供託官に周知方取り計らい願います。

なお、本通知中、引用する条文は全て民事訴訟法等の一部を改正する法律（令

和4年法律第48号。以下「改正法」 という。）による改正後のものです。

記

第1 代替事項について

民事訴訟手続において申立て等をする者（例えば、原告や被告のほか補助

参加人）又はその法定代理人（以下「申立人等」という。）の住所、居所その

他その通常所在する場所（以下「住所等」 という。）又はその氏名その他当

該者を特定するに足りる事項（以下「氏名等」 という｡）の全部又は一部が

相手方当事者に知られることによって当該申立人等が社会生活を営むのに著

しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、

申立てにより、決定で、住所等又は氏名等の全部又は一部を秘匿する旨の裁

判（以下「秘匿決定」 という。）をすることができる （民事訴訟法（平成8
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機密性2 完全性2 可用性2

年法律第109号。以下「民訴法」 という。）第133条第1項） とされ、

裁判所は、秘匿決定をする場合には、当該秘匿決定において、 当該秘匿決定

の対象となった申立人等（以下「秘匿対象者」 という。）の住所又は氏名に

代わる事項（以下「代替事項」 という。）を定めなければならない（同条第

5項前段） とされた。

この代替事項は、個別の事件ごとに各裁判所において定められることとな

るが、住所については「代替住所A」等と、氏名については「代替氏名A」

等と定められることが想定されている。また、代替事項は、個々の事件に固

有のものではなく、異なる事件における異なる秘匿対象者について、同じ代

替事項が定められることも想定されている。

2 裁判上の保証供託について

1 供託者につき秘匿決定があった場合の供託事務の取扱い

(1)供託の受理における事務の取扱いについて

ア供託書の記載について

例えば、 甲の乙に対する仮差押命令事件において、 甲の住所又は氏

名につき代替事項が定められ、甲が裁判上の保証供託を行う場合（民

事保全法（平成元年法律第91号）第14条第1項、第4条第1項）

が想定されるところ、 この場合における供託書の記載例は、別紙1の

とおりとする。 、

イ代理人の権限を証する書面について

代理人によって供託しようとする場合には、供託規則（昭和34年

法務省令第2号。以下「規則」 という。）第14条第4項に規定する

代理人の権限を証する書面（以下「代理権限証書」 という。）を提示

しなければならないとされているところ、 こ･の場合には、次の(ｱ)及

び(ｲ)に掲げる事項に留意されたい。

（ｱ）委任による代理の場合について

委任による代理の場合における代理権限証書としては、委任状が

考えられるところ、供託者の氏名又は住所に代えて供託書に代替事

項が記載されている場合には、当該委任状に記載された委任者と供

託書に記載された供託者とが同一人であることを確認することがで

きない。 したがって、 この場合においては、委任状と併せて、代替

事項に係る氏名又は住所を明らかにする裁判所書記官作成の証明書

第2

1
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機密性2 完全性2 可用性2

を提示することを要するとされた（通達の記第3の1 (2)本文)。た

だし、例えば、委任状に「委任者の氏名及び住所については、何地

方裁判所令和何年（何）第何号何事件において民事訴訟法第133

条第1項の決定がされ、 これに代わる事項として「代替氏名A」及

び「代替住所A」 と定められている。」などと記載がされている場

合には、当該記載によって、委任者と供託書に記載された供託者と

が同一人であることを確認することができることから、当該記載を

もって当該証明書に代えることができる（同ただし書)。

また、提示された委任状に記載された委任者の氏名又は住所に代

替事項が記載されている場合において、供託事務取扱手続準則（昭

和47年3月4日付け法務省民事甲第1050号法務省民事局長・

法務大臣官房会計課長通達）第32条の2の請求があったときは､

供託官は、同条の措置に加え、供託番号を付記するものとする。

(ｲ）法定代理の場合について

代理人が法定代理人である場合における代理権限証書としては、

戸籍謄本又は成年被後見人に係る後見登記等に関する法律（平成1

1年法律第152号）第10条に規定する登記事項証明書（以下「戸

籍謄本等」 という。）が考えられるところ、供託者の氏名又は住所

に代えて供託書に代替事項が記載されている場合には、当該戸籍謄

本等に記載された者と供託書に記載された供託者とが同一人である

ことを確認することができない。したがって《この場合においては、

戸籍謄本等と併せて、代替事項に係る氏名又は住所を明らかにする

裁判所書記官作成の証明書を提示することを要するとされた（通達

の記第3の1(2)本文)。

供託金の受入れについて

(ｱ）振込方式による場合

金銭の供託をしようとする者の申出により、銀行その他の金融機

関に開設した供託金の振込みを受けることができる預金口座に供託

金の振込みを受ける方法（規則第20条の2第1項）による場合に

は、供託所が交付した振込依頼書により振込みが行われる（平成1

0年11月26日付け法務省民四第2098号法務省民事局長・法

務大臣官房会計課長通達別紙様式第3参照） ところ、代替事項が記

ウ
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機密性2 完全性2 可用性2

載された振込依頼書によって振込みが行われた場合であっても、供

託番号等により対象の供託を特定することができる限り、 これを受

け入れて差し支えない。

（ｲ）電子納付による場合

金銭の供託をしようとする者の申出により、供託官の告知した納

付情報により供託金の納付を行う方法（規則第20条の3第1項）

による場合において、供託者の氏名に代えて供託書に代替事項が記

載されているときは、納付情報を取得する際の供託事務処理システ

ムヘの納付者カナ氏名の入力に際しては、代替事項に係るカナ文字

を記載することとなる。

エ副本ファイルの裏面記載情報への記録について

秘匿決定に関する情報が含まれる供託に係る供託物を受け入れた場

合には、その旨を副本ファイルの裏面記載情報に記録するものとする。

(2)供託物の払渡しにおける事務の取扱いについて

ア払渡しの手続について

請求者は、供託物払渡請求書（以下「払渡請求書」 という。）に氏

名及び住所を記載する必要があり （規則第22条第2項第8号)、ま

た、供託物の払渡しの手続においては、請求者の氏名及び住所を用い

る必要があることから、請求者が秘匿対象者である場合においても、

払渡請求書には、当該請求者の氏名及び住所を記載することを要する

とされた（通達の記第3の2(1))。

どの取扱いは、小切手を振り出す場合（規則第28条第1項）にお

ける受取人並びに隔地払又は預貯金振込みの場合（規則第22条第2

項第5号、第35条第2項第1号）における受取人又は預貯金口座名

義人の氏名の記載についても、同様である。

イ ､取戻しをする権利を有することを証する書面について

供託書において供託者の氏名又は住所に代えて代替事項が記載され

ている場合には、取戻しをする権利を有することを証する書面（規則

第25条第1項。例えば、供託原因消滅証明書や担保取消決定に係る

決定書等）に記載されている仮差押命令事件の事件番号又は供託番号

と供託書に記載されている事件番号又は供託番号とを照合すること等

により、 当該書面に記載されている者が取戻しをする権利を有するこ

、
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機密性2 完全性2 可用性2

とを確認することとなるが、当該書面に代替事項が記載されている場

合には、当該書面に記載されている者と払渡請求書に記載されている

請求者とが同一人であることを確認することができない。したがって、

この場合においては、代替事項に係る氏名又は住所を明らかにする裁

判所書記官作成の証明書を添付することを要するとされた（通達の記

第3の2(2))b

ウ還付を受ける権利を有することを証する書面について

供託書において供託者の氏名又は住所に代えて代替事項が記載され

ている場合には、還付を受ける権利を有することを証する書面（規則

第24条第1項第1号。例えば、仮差押命令により損害を被ったこと

を理由とする損害賠償請求を認容する確定判決に係る判決書等）に記

載されている仮差押命令事件の事件番号と供託書に記載されている仮

差押命令事件の事件番号とを照合すること等により、請求者が還付を

受ける権利を有することを確認することとなる。

被供託者につき秘匿決定があった場合の供託事務の取扱い2

(1)供託の受理における事務の取扱いについて

ア供託書の記載について

例えば、 甲が乙に対して不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起

し、 甲の住所又は氏名につき代替事項の定めがされ、その後、仮執行

宣言付きの認容判決がされたが、乙が控訴するとともに、強制執行停

止の申立てをし、裁判上の保証供託を行う場合（民訴法第403条第

1項第3号）が想定されるところ、 この場合における供託書の記載例

は、別紙2のとおりとする。

イ副本ファイルの裏面記載情報への記録について

1(1)エと同様の取扱いとする。

(2)供託物の払渡しにおける事務の取扱いについて

ア払渡しの手続について

1(2)アと同様の取扱いとする。

イ取戻しをする権利を有することを証する書面について

取戻しをする権利を有することを証する書面(規則第25条第1項。

例えば、供託原因消滅証明書や担保取消決定に係る決定書等）に記載

されている強制執行停止に係る事件の事件番号又は供託番号と供託書

－5－
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機密性2 完全性2 可用性2

に記載されている事件番号又は供託番号とを照合すること等により、

請求者が取戻しをする権利を有することを確認することとなる。

ウ還付を受ける権利を有することを証する書面について

供託書において被供託者の氏名又は住所に代えて代替事項が記載さ

れている場合には、還付を受ける権利を有することを証する書面（規

則第24条第1項第1号。例えば、損害賠償請求訴訟に係る判決書等）

に記載されている強制執行停止に係る事件の事件番号と供託書に記載

されている事件番号とを照合すること等により、 当該書面に記載され

ている者が還付を受ける権利を有することを確認することとなるが、

当該書面に代替事項が記載されている場合には、当該書面に記載され

ている者と払渡請求書に記載されている請求者とが同一人であること

を確認することができない。 したがって、 この場合においては、代替

事項に係る氏名又は住所を明らかにする裁判所書記官作成の証明書を

添付することを要するとされた（通達の記第3の2(2)）。

供託後に権利変動があった場合における事務の取扱いについて

）差押えについて

秘匿対象者の供託物払渡請求権について差押えがされた場合には、当

該差押えに係る差押命令に表示された供託年月日、供託番号及び供託金

額により、差押えの対象である供託物払渡請求権を特定することとなる。

3

(1)

(2)債権譲渡（質権設定を含む｡）について

供託物払渡請求権について債権譲渡（質権設定を含む｡）がされた場

合には、譲渡人（質権設定の場合は、質権設定者をいう。）は、その旨

を供託所に通知することとなるが、譲渡人が秘匿対象者である場合には、

債権譲渡通知書（質権設定の場合は、質権設定通知書）に記載されてい

る譲渡人と供託書に記載されている秘匿対象者とが同一人であることを

確認することができない。 この場合において、代替事項に係る氏名又は

住所を明らかにする裁判所書記官作成の証明書が提出されたときは、当

該証明書を、債権譲渡通知書とともに、譲渡通知書等つづり込帳に編て

つするものとする（規則第5条第1項)。

供託命令に基づく供託について

供託の受理における事務の取扱いについて

(1)供託書の記載について

３
１

第
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機密性2 完全性2 可用性2

例えば、甲の乙に対する債権執行事件において、甲の住所又は氏名に

つき代替事項が定められた後、差押命令と併せて供託命令が発せられ、

第三債務者が供託を行う場合（民事執行法（昭和54年法律第4号。以

下「民執法」 という。）第161条の2，第156条第3項）が想定さ

れるところ、 この場合における供託書の記載例は、別紙3から別紙7ま

でのとおりとする。

この供託は、執行供託であるため、原則として供託書における被供託

者の記載は不要であるが、金銭債権の一部が差し押さえられた場合にお

いて､その全額に相当する金銭を供託する場合には､被供託者(債務者）

の記載を要する。

また、供託書の供託の原因たる事実欄における差押命令の表示中の債

権者については、差押命令に表示された代替事項が記載されることが想

定される。

なお、裁判上の保証供託の場合のように、供託書の備考欄に秘匿決定

がされている旨を記載することは要しない。

(2)副本ファイルの裏面記載情報への記録について

第2の1(1)エと同様の取扱いとする。

供託物払渡請求における事務の取扱いについて

（1）支払委託書及び支払証明書について

債権者への供託金の払渡しは、執行裁判所による配当に基づき行われ

ることとなるところ、債権者について秘匿決定がされた場合には、支払

委託書（規則第27号書式）及び支払証明書（規則第29号書式）に、

当該債権者の住所及び氏名について代替事項が記載される。

(2)還付を受ける権利を有することを証する書面について

配当によって供託物の払渡しをすべき場合において、支払委託書の記

載から供託物の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないと

きは、供託物の払渡しを受けるべき者は、支払証明書の添付を要する（規

則第30条第2項）が、 (1)のとおり、支払証明書には、代替事項の記

載がされることから、支払証明書の添付がされたとしても、当該支払証

明書に受取人として記載されている者と払渡請求書に請求者として記載

されている者とが同一人であることを確認することができない。 したが

って、 この場合においては、代替事項に係る氏名又は住所を明らかにす

2
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機密性2 完全性2 可用性2

る裁判所書記官作成の証明書を添付することを要するとされた（通達の

記第3の2(2))。

（3）払渡しの手続について

第2の1(2)アと同様の取扱いとする。

4 その他の事務の取扱いについて

1 供託に関する書類の閲覧の請求における事務の取扱いについて

（1）秘匿対象者からの閲覧請求について

ア閲覧申請書の記載内容について

供託に関する書類の閲覧の請求（規則第48条。以下「閲覧請求」

という。）については、請求者が供託につき利害の関係を有すること

を確認する必要があることから、請求者が秘匿対象者である場合にお

いても、閲覧申請書（規則第33号書式）中の申請人の「氏名」欄及

び「住所」欄には、 ‘当該請求者の氏名及び住所を記載することを要す

るとされた（通達の記第3の3(1))。

イ添付書面について

請求者が供託につき利害の関係を有することを確認するために必要

なときは、代替事項に係る氏名又は住所を明らかにする裁判所書記官

作成の証明書を添付することを要すると.された（通達記第3の3(2))。

なお、請求者が秘匿対象者であったとしても、閲覧の対象となる書

類によっては、当該証明書によることなく、請求者が供託につき利害

の関係を有することを確認することができる場合がある。

ウ閲覧の対象について

秘匿対象者からの閲覧請求においては、当該秘匿対象者の氏名又は

住所は、閲覧の対象となる。

（2）秘匿対象者以外の利害関係人からの閲覧請求について

秘匿対象者以外の利害関係人から閲覧請求があった場合において、閲

覧の対象となる書類に秘匿対象者の氏名又は住所が記載されているとき

は、当該記載部分に黒塗り等の措置を講じた上で、閲覧に供するものと

する。 この場合には、万が一にも、秘匿対象者の氏名又は住所を誤って

閲覧に供することがないよう、また、閲覧に供された書面に記載された

情報と申請書に記載された情報その他の情報を照合することにより、秘

匿対象者の氏名又は住所を識別することが可能とならないよう、取り扱

第4
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機密性2 完全性2 可用性2

われたい。

供託に関する事項の証明の請求における事務の取扱いについて

(1)秘匿対象者からの証明請求について

ア証明申請書の記載内容について

供託に関する事項の証明の請求（規則第49条。以下「証明請求」

という。）についても、 1 (1)アと同様の取扱いとする。

イ添付書面について

1(1)イと同様の取扱いとする。

ウ証明の対象について

秘匿対象者からの証明請求において、証明の対象となる事項が代替

事項である場合には、供託官は、 当該代替事項について証明すること

となる。

(2)秘匿対象者以外の利害関係人からの証明請求について

供託に関する事項を証明するに当たっては、万が一にも、秘匿対象者

の氏名又は住所を誤って証明することがないよう、 また、証明した事項

と申請書に記載された情報その他の情報を照合することにより、秘匿対

象者の氏名又は住所を識別することが可能とならないよう、取り扱われ

たい。

2

1
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【別紙1】裁判上の保証供託(供託者につき秘匿決定があった場合）
第二号様式（第13条第1項関係）裁判上の保証及び仮差押・仮処分解放金の金銭供託の供託書

可
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↓ 濁点、半濁点は1マスを使用してください。
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当
事
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実

回訴訟費用の担保 回仮執行の担保 ロ 仮執行を免れるための担保

回 強制執行停止
の保証

回 強制執行取消
の保証

回 強制執行続行
の保証

ロ.仮差押の保証 回仮差押取消の保証
回 仮処分
の保証

ロ 仮処分取消
の保証

回 仮差押解放金 回仮処分解放金

回 その他

備
考
供託者の氏名及び住所については、○○地方裁判所令和○年（○）
第○号○○事件において民事訴訟法第133条第1項の決定がされ
ている。 け

供託者
力 ナ

氏名

タ
寺

■■■■■■■■■

イ

ニー

■■■■■■■■■

タ

ーー

■■■■■■■■■

イ
I■■■■■■■■

－

■■■■■■■■■■

シ
■■■■■■■■

－

－

メ

ニニ

一

イ

ニニ

－

コニ

■■■■■■ﾛ■■■■

■■■■■■■■■

Ⅱ■■■■■■■■■■

ー

二二

一

二二

Ⅱ■■■■■■■■■■

二二

I■■■■■■■■■

二二

■■■■■■■■■■

＝＝

■■■■■■■■■■

＝＝

■■■■■■■■■

’
’
一

二二

■■■■■■■■■

I■■■■■■■■■

I■■■■■■■■■

－

’
一
■
一

｜
｜
’

｜

｜

一

二二

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

－

■■■■■■■■■

二二

■■■■■■■■■■■■



【別紙2】裁判上の保証供託(被供託者につき秘匿決定があった場合）
第二号様式（第13条第1項関係）裁判上の保証及び仮差押・仮処分解放金の金銭供託の供託書

可OCRk
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⑤*f仕涯丞時輻h

↓ 濁点、半濁点は1マスを使用してください。
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法令条項 民事訴訟法第403条第1項第3号

及
び
件
名
等

裁
判
所
の
名
称

○○地方裁判所 支部

令和5年（モ ）第 10号強制執行停止決定申立事件

当
事
者

回原告ロ申鯖人口 債権者

供託者

ロ被告回被申請人口債務者

被供託者

供
託
の
原
因
た
る
事
実

回訴訟費用の担保 回仮執行の担保 回 仮執行を免れるための担保

｡
強制執行停止

の保証
ロ 強制執行取消の保証

回 強制執行続行
の保証

回 仮差押の保証 回 仮差押取消
の保証

ロ 仮処分
の保証

□ 仮処分取消
の保証

回 仮差押解放金 ロ仮処分解放金

図 その他

備
考
被供託者の氏名及び住所については、○○地方裁判所令和○年（○）
第○号○○事件において民事訴訟法第133条第1項の決定がされて
いる ◎
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昏

毎

ｆ

菅

Ｂ

Ｊ

■

Ｏ

ｚ

Ｂ

ｄ

３

の

！

“

◇

９

４

１

．

，

。

。

？

ｏ

Ｆ

２

ｏ

●

・

争

令

Ｐ

Ｌ

Ｇ

。

と

■

Ｆ

ザ

ら

Ｐ

５

ら

毎

。

・

・

、

ｅ

０

１

寺

１

３

．

．

や

？

１

■

・

や

。

、

。

：

；

の

０

＄

９

Ａ

６

；

▲

■

９

？

と

。

(O○○一○○○○）i住所

| 甲県乙市丙町一丁目'番'号
I

『

i

§

｡法人名等
；

i氏名

同同同同nnnnnn
nnnnnnr-~1

又は代理人住所氏名代表者等

Ｌ
ｃ
ｆ
Ｄ
Ｔ
■
４
且

⑪
色
。
■
●
■
●
。
■
■
●
ｇ
ｂ
ｅ
６
●
叶
勺
■
寺
９
句
。
■
日
■
ｇ
Ｐ
ｇ
●
２
０
。
■
・
Ｏ
Ｄ
Ｂ
▽
毎
甲
舎
Ｂ
◆
●
ｐ
寺
■
・
Ｕ
Ｇ
８
■
Ｆ
Ｌ
■
■
Ｇ
Ｂ
寺
巳
●
Ｐ
■
Ｄ
９
Ｄ
ｐ
令
占
Ｂ
凸
？
Ｂ
ｂ
Ｄ
ｅ
ｂ
今
・
骨
凸
ｒ
曾
凸
凸
？
●
甘
■
凸
凸
■
■
。

被
供
能
者
の
住
所
氏
名

陣一一一一F■ CO■ウーー村つ■酎一●ｰー■■一

住所 （ －

代替住所A

忌名・法人名等

一句一一一一一③－舎己一÷一一■勺一①一今一一一一一一○一一ｰ00 ■－6再一一一●●～ー一●ーg一■P一一一いや5－ー一■｡卸一一

）

一一t
8

司同同同同nnnnn
1nnnnn｢-

８
凸
１
，
▲
７
日
■
丹
▼
■
』
！
■
０
１
１
１
９
．
Ｇ
８
４
Ｆ
０
８
ｐ
ａ
ｏ
Ｄ
ｆ
・
・
令
■
４
．
．
．
．
Ｆ
』
８
心
１
ｅ
●
■
：
。
。
己
１
号
己
。
８
３
．
０
ｑ
ｆ
４
Ｉ
‐
＄
ｌ
ｌ
ｏ
Ｐ
●
？
や
。
８
■
Ｕ
日
毎
巳
“
Ｇ
Ｉ
・
凸

ロ別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に

記載してください。

供託者
力ナ
氏名

■■■■■■■■■

．

二＝

－

■■■■■■■■■

ウ

ー＝

一

－

ヤ

＝＝

■■■■■■■■■

一

~マ

＝＝

■■■■■■■■■■

タ

ニー

U■■■■■■■■

ロ

－
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ウ
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一
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I■■■■■■■■
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I■■■■■■■■
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＝＝

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

＝＝
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｜
｜
ｅ
｜
’

■■■■■■■■■

二二

■■■■■■■■■■■■ﾛ■■

一
一
一
，
一

I■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■

－

I■■■■■■■■

I■■■■■■■■

＝＝

ﾛ■■■■■■■■

一
一
一
一

｜
｜
｜
’

■■■■■■■■■

一

一

■■■■■■■■■

I■■■■■■■■

二二

I■■■■■■■■

I■■■■■■■■

ﾛ■■■■■■■■

Ⅱ■■■■■■■■■■

I■■■■■■■■■■■ 」
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U



【別紙3】供託命令に基づく供託(全額が差し押さえられた場合）
第四号様式（第13条第1項関係）その他の金銭供託の供託書

供託書･OCR用

（雑） :|鴬’ ’製｜ ｜質
頁

n事緬入口掌削除 第4号嫌式

印供第34号
〆

申請年月日 令和5年4月25日 法令条項 民事執行法第156条第3項供能カード番号

（ ）
カードご利用の方は配入してください．供託所の表示 ○○法務局

供託者は、甲県丙市丁町二丁目2番2号乙野次郎に対し、令和4年10月2

5日付け金銭消費貸借契約に基づく金100万円の貸金債務（弁済期：令和5

年4月25日、支払場所：乙野次郎住所）を負っていたが、令和5年4月16
日、上記貸金債権について下記の差押命令が送達され、かつ、同日、差押えに

係る貸金債権の全額に相当する金銭を供託すべきことを命じる民事執行法第1
61条の2第1項による供託命令が送達されたので、貸金債権の全額に相当す

る金100万円を供託する。

臓~~一~｢565言6記扇~－－－－－－－一－－－－－~一
I

i 甲県乙市丙町一丁目’番'号

供
託
の
原
因
た
る
事
実

供
託
者
の
住
所
氏
名

|氏名・法人名等

洞同同同nnnnnn
記

差押命令の表示

○○地方裁判所令和5年（ル）第596号、債権者代替住所A代替氏名A、

債務者乙野次郎、第三債務者供託者とする債権差押命令、執行債権額金120

万円、差押債権額金100万円、令和5年4月16日送達。旧□□□□□
|代表者等又は代理人住所氏名 1回別添のとおり

i ふたりめからは別紙継続用紙に

1記戟してください。
｡今一一・一一・・一一一 , ..- 一 ､-- ..→ ｡｡. .□-. -.-, J

『.….一~一一…一一.一……~~.一~－－．.~~~一~~~－－~~~~~……~..……一‐－~~一~~~…~….~……~.~~一~~．
｛住所 （ ）

1回別添のとおり
： ふたりめからは別紙継続用紙に

： 記戦してください。

被
供
託
者
の
住
所
氏
名

回供託により消滅
すべき質權又は
抵当権

回反対給付の内容

氏名・法人名等

門司nnnnnnnn."……
nnnnnn 0

1

‐④~Q一＝■‐…■草●ｰ｡～毛一一●…－－苧一画■■村C■ ■6－齢白歯一一●…qひ舜挿｡■■姉＝｡ーー*＝－－字寺0－■ー－－－e畦却一＝ー■－ロー一－ーｰー一一Fー‐~ー~ｰサウー一七一句勺一一一一■ｰ一己＝一U‐

鱒i 手； 百

罹雇F
③百； ＋； 円

回回泗
8 8

i g: +

□口沮

＋； 万： 千

(注） 1.供托金額の留頭に￥記号を記入してください｡なお、供託金額の訂正はできません．

2．本供託笹は折り曲げないでください。 ‐

回回匝供託金額 年 月

●~死一

日
９

＄ ８
８

ー

020000

■■■ ■■■

供託者
力ナ

氏名
ゴ
コ
ゴ
コ

ヤ

ーー

■■■■■■■■■■

マ

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■

－

ゴ
コ

ロ

I■■■■■■■■

Ⅱ■■■■■■■■■■

－

ウ

ーー

■■■■■■■■■■I■■

〕
．
〕
．
〕
．
〕
．
〕
．
二二

■■■■■■■■■

〕
．

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

－

’
’
一

一
一
一

■■■■■■■■■

I■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

〕
．
〕
．
ニー

ロ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■

■■■■■■I■■■■

■■■■■■■■■■

〕
．
」



【別紙4】供託命令に基づく供託(一部が差し押さえられ全額を供託する場合）
第四号様式（第13条第1項関係）その他の金銭供託の供託書

可【~)CRF

一

ま、被供託者に対し、令和4

100万円の貸金債務（弁諺

訴）を負っていたが、令和5

命令が送達され、かつ、同日

共託すべきことを命じる民募
崖されたので、貸金債権の全

５
年
Ｅ
偶
６
〆
曇

２
５
６
に
１
す

月
和
１
え
第
当

Ｏ
令
月
押
法
相

１
．
．
４
差
行
に

Ｆ
用
厚
説
闇

寸け金銭消費貸借う

325日、支払場目

上記貸金債権につb

鎌金債権の全額に*｜

燈の2第1項によそ
100万円券供託寸

割JBT蒄不u、午（ノレノ

旨、第三債務者供託
蘭金80万円、令和

020000

■■■ ■■■

口享力,入□ 字削除

申請年月日

供託所の表示

令和5年4月25日

○O法務局

供託カード番号

（ ）
カードご利用の方は記入してください．

供
託
者
の
住
所
氏
名

E所 (OOO一○○○○) ･

甲県乙市丙町一丁目1番1号

上名・法人名等

□□□□□
□
□
□
団
□
囚
□
回
□
ヨ
コ
代表者等又は代理人住所氏名 回別添のとおり

ふたりめからは別紙継統用紙に

記較してください。

被
供
託
者
の
。
住
所
氏
名

住所 （○○○一○○○○）

甲県丙市丁町二丁目2番2号

P

回別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に

； 記載してください。

氏名・法人名等

筐T罰同同nnnnnnp……岬…
nnnnnn-1

供託金額

百；
：
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ご
●
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十

同
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司I
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円

国
”④

年 ･月

a 甲 昏

ﾛ僕燕カード挙行
日

も

係
員
印

受
付

●”
調
査

記

録． 〆

頁

供託者
力ナ

氏名
ゴ
コ

ウ

ニニ

－

ゴ
コ
ゴ
コ
ゴ
コ

ロ

I■■■■■■■■■
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ウ
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－

〕
．
〕
．
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’
’
一

〕
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〕
．
〕
．
●
一
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〕
．
』
．
二二
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二二
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｜
｜
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二二
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〕
．



【別紙5】供託命令に基づく供託(差押えが競合した場合）
第四号様式（第13条第1項関係）その他の金銭供託の供託書

可供託書・OCR用

（雑） ， :|鳶’ ’製｜ ｜鷺口事加旧字削除 第4号様式

印供鰯34号

民事執行法第156条第2項、
第3項

申請年月日 令和5年4月25日 法令条項供託カード番号

（ ）
カードご利用の方は記入してください．供託所の表示 ○○法務局

供託者は、甲県丙市丁町二丁目2番2号乙野次郎に対し、令和4年10月2

5日付け金銭消費貸借契約に基づく金100万円の貸金債務（弁済期：令和5
年4月25日、支払場所：乙野次郎住所）を負っていたが、これについて下記

の差押命令が相次いで送達され、かつ、令和5年4月18日、下記2の差押命

令による差押えに係る貸金債権の全額に相当する金銭を供託すべきことを命じ

る民事執行法第161条の2第1項による供託命令が送達されたので、貸金債

権の全額に相当する金100万円を供託する。

一一一.一一・一一一一一一~･~一二一~一一一一=昌一･~ ．. ..ー=－，=一凸.=~ー~･ =≦~－－－－－－~~．~.．.~~~~~~･~~.~.や－~一一一一~一一－－．．．．．－－－－~.~･~－

;住所 （○○○一○○○○） 、 供
託
の
原
因
た
る
事
実

供
託
者
の
住
所
氏
名

甲県乙市丙町一丁目1番1号

:氏名・法人名等

|臼回日回□□□□□□
記

差押命令の表示

1 ○○地方裁判所令和5年（ル）第596号、債権者乙県丁市丙町四

丁目4番4号丁川四郎、債務者乙野次郎、第三債務者供託者とする債

権差押命令、執行債権額金80万円、差押債権額金80万円、令和5

年4月16日送達。

2○○地方裁判所令和5年（ル）第597号、債権者代替住所A代替

氏名A、債務者乙野次郎、第三債務者供託者とする債権差押命令、執

行債権額金60万円、差押債権額金60万円、令和5年4月.18日送
達。

innnnnn
旧別添のとおり
iふたりめからは別紙継続用紙に

I 記鮫してください。

代表者等又は代理人住所氏名

一一牽牛0 ●一や唾△－ﾕ→－Cﾛ■叩一■■画一 輯一一①q■PC C■酔韓噂耳→申ヰー■－5中■埋凸一角申■ﾛg稗一一一｡牢一一一一一一●－△＝二●－5拝U一一四一G.“や令釦一一一一一一一号･･ ･-+e一一●●ニー‘や0－G－一一一

；住所 ）

旧別添のとおり
； ふたりめからは別紙継続用紙に

②

･ i記鞍してください。

被
供
託
者
の
住
所
氏
名

（

回供託により消滅
すべき質権又は
抵当権

図反対給付の内容氏名"nnnnnnnn濡丁笥nnnnnnnn□….…．
nnnnnn
再▲、ーー一●P一＝曲■ ■●‐一一一■一~一一一→マーーーー■■ つ■■｡ O一宇一宇一一一一一ーー÷ｰ←一一‐ｰ一－凸■一一一一一~産③●~令寺●B0cー争＝寺一一●一ー‐一一

④1 百；

□□I

億： 千； 百
■

2
8 甲

§

巳日F
里 8

＋＃ 万： 千十 百； 十； 円

(注） 1．供托金額の冒頭に￥記号を記入してください。なお、供託金額の訂正はできません。

2．本供能書は折り曲げないでください。
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日
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ヨ
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ヨ
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－
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コ
コ
コ
コ
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一
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コ
コ
コ
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コ
コ
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【別紙6】供託命令に基づく供託(滞納処分による差押えと強制執行による差押えが競合した場合(滞納処分による差押えが先行する場合)）
第四号様式（第13条第1項関係）その他の金銭供託の供託書

可【~)CR"

．q牛1【

昌済期

３
糸
０
１
ノ
リ

失
日
４
識 9込↑日がv，喀建理

る貸金債権の全
1条の2第1畷
金100万円を

●
■

１
２

020．00

■■■■■■

Ｉ
凸
係
員
印

受
付
・
ゞ

4 ？

餌P q

G乱

調
査

← ﾛ グ

記
録

1／2

頁

申請年月日

供託所の表示

令和5年4月25日

○○法務局

供託カード番号

（ ）
カードご利用の方は記入してください．

供
託
者
の
住
所
氏
名

住所 （○○○一○○○○）

1

1
4

甲県乙市丙町一丁目1番1号 ’

氏名・法人名等

ｒ

Ｐ

？

甲

ヤ

ｒ

Ｄ

ｒ

腸

Ｐ

ｂ

毎

日

1

1

｡

代表者等又は代理人住所氏名 □ 別添のとおり
ふたりめからは別紙継続用紙に

記鞍してください。

太 郎山甲

被
供
託
者
の
住
所
氏
名

□ 別添のとおり
i ふたりめからは別紙継続用紙に

↑

|氏名･法人名等
1

1

I
０
ｐ
ｅ
ｆ
炉
■
■
ｆ
Ｌ
Ｌ
ｂ
ｐ
Ｆ
■
ｂ
■
。
Ⅱ
！
甘
口
８
寺
寸
■
守
凸
０
４
■
８

I

記載してください。

洞
I

０
俳
卜
十
。
Ｄ
Ｌ
』
。
■

供託通知書の発送を請求する。

9

1 ●

供託金額

8

百： 十

■
。
。
●
●
●
卓

偉； 千： 眉
＄ §
8 ◇

可厩｢T
：

§
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第十一号様式（第13条第1項・第3項関係）供託書（継続用紙・その他）

可供託書・OCR用

（継続用紙） 鋤
(別紙）

1 滞納処分による差押えの表示

甲県丙市乙町一丁目1番1号○○税務署長が乙野次郎の滞納処分にかかる国税（令和4年度所得税額金40万円、延滞税額金5万円、合計額金45万

円）についてした滞納処分による差押え、第三債務者供託者、差押債権額金45万円、令和5年4月23日差押通知書送達。

2強制執行による差押えの表示

○○地方裁判所令和5年（ル）第273号、債権者代替住所A代替氏名A、債務者乙野次郎<第三債務者供託者とする債権差押命令、
執行債権額金80万円、差押債権額金80万円、令和5年4月25日送達。

(注）本供託書は折り曲げないでください。
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【別紙7】供託命令に基づく供託(滞納処分による差押えと強制執行による差押えが競合した場合(強制執行による差押えが先行する場合)）
第四号様式（第13条第1項関係）その他の金銭供託の供託書 ‘
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第十一号様式（第13条第1項・第3項関係）供託書（継続用紙・その他）

可供託書･OCR用

（継続用紙） 迩雪）
(別紙）

1 強制執行による差押えの表示

○○地方裁判所令和5年（ル）第273号、債権者代替住所A代替氏名A、債務者乙野次郎、第三債務者供託者とする債権差押命令、
執行債権額金80万円、差押債権額金80万円、令和5年4月23日送達。

2滞納処分による差押えの表示

甲県丙市乙町一丁目1番1号○○税務署長が乙野次郎の滞納処分にかかる国税（令和4年度所得税額金40万円、延滞税額金5万円、合計額金45万
円）についてした滞納処分による差押え、第三債務者供託者、差押債権額金45万円、令和5年4月25日差押通知書送達。

《

(注）本供託番は折り曲げないでください。
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